
 

 

令和６年度重層的支援体制整備事業の取組について 

 

１ 重層的支援体制整備事業への移行準備事業について 

令和７年度からの重層的支援体制整備事業の実施に向け、令和６年度は移

行期間として重層的支援体制整備事業への移行準備事業を実施します。 

【取組①】庁内外関係者・関係機関との連携体制構築の取組 

 ・寝屋川市重層的支援体制整備事業庁内連携会議を設置 

   →庁内関係課を集めた会議体を設置し、庁内における窓口の対応方

法や重層担当者の配置等の取組について検討及び決定を行う。 

 ・外部団体への事業説明 

   →民生委員・児童委員協議会、保護司会、医師会、ハローワーク、 

ボランティアセンター等重層的支援体制整備事業に関連する団体へ

事業説明を行う予定です。 

 

【取組②】多機関協働の取組 

 ・社会福祉協議会に多機関協働マネージャーを配置 

   →複雑化した課題の解きほぐしや整理、支援プランの作成等重層的

支援体制整備事業の中枢的な役割を担う。 

    福祉全般に関する豊富な知識や経験が必要であるため、また地域

とのネットワークを構築しているため社会福祉協議会に委託します。 

 ・重層的支援会議の開催 

     →個別案件の支援方針の決定や関係機関の役割分担を行う会議を開

催します。 
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